
　

令
和
6
年
度
一
般
会
計
・
特
別

会
計
お
よ
び
企
業
会
計
の
決
算
が
、

9
月
に
開
催
さ
れ
た
市
議
会
定
例
会

で
審
議
さ
れ
、認
定
さ
れ
ま
し
た
。

　
こ
こ
で
は
、市
民
の
み
な
さ
ん
に

納
め
て
い
た
だ
い
た
税
金
が
ど
の

よ
う
に
使
わ
れ
、ま
た
、市
の
財
政

が
ど
の
よ
う
な
状
況
に
あ
る
の
か

お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　

令
和
6
年
度
は
、第
2
次
総

合
計
画
第
2
期
基
本
計
画
及
び

合
併
特
例
期
間
の
最
終
年
度
で

あ
り
、「
子
育
て
・
教
育
」「
地
域
経

済
」「
福
祉
・
介
護
」を
基
軸
に
、市

制
施
行
20
周
年
記
念
事
業
や

2
0
2
5
大
阪
・
関
西
万
博
に
向

け
た
ブ
ラ
ン
ド
発
信
事
業
を
実
施

し
た
ほ
か
、合
併
特
例
事
業
債
を

活
用
し
さ
ま
ざ
ま
な
施
設
整
備
に

取
り
組
ん
だ
結
果
、決
算
規
模
と

し
て
は
、歳
入
、歳
出
と
も
に
過
去

２
番
目
と
な
り
ま
し
た
。

一
般
会
計
決
算
の
概
要

◦�自主財源（令和６年度歳入のうち43%）
　市税や使用料・手数料など、市が自主的に確保できる収入。
◦依存財源（令和６年度歳入のうち57%）
　�地方交付税や国・県支出金など、国・県の基準により交付

される収入で市債も依存財源に該当。 内は前年度比

歳 入
509億
3,739万円

自主財源
43%

依存財源
57%

その他
71億586万円
14% -7%

国庫支出金
71億737万円
14% ＋8%

地方交付税
91億394万円
18% ＋1%

市　債
50億5,300万円
10% ＋105%

県支出金
33億4,441万円
7% ＋9%

地方譲与税等
42億9,899万円
8% ＋19%

市　税
149億2,381万円
29% ＋1%

一般会計 歳 入

　市税が製造業に関わる企業業績の堅調な伸び
などにより増収したほか、市債については合併特
例事業債を活用してさまざまな施設整備を実施
したことなどにより借入の増となり、歳入決算額
は前年度と比べて約38.3億円の増となりました。

ポイント 市債が前年度から倍増

甲
賀
市
決
算

令和
6年度
令和
6年度

　　　　　　      562,093円市民１人あたりの歳出 ※�歳出（490億9,491万円）を令和7年3月31日現在の人口
（87,343人）で割って計算しました。

内は前年度比

歳 出
490億
9,491万円

総務費
63億5,129万円
13% ＋12%

土木費
47億3,032万円
10% ＋21%

商工費
20億7,470万円
4% ＋178%

消防費
15億6,605万円
3% ＋3%

公債費
42億8,937万円
9% -2%

その他
4億2,878万円
1% -15%

教育費
65億7,710万円
13% ＋34%

民生費
171億8,249万円
35% 0%

衛生費
41億2,073万円
8% ＋6%

農林水産業費
17億7,408万円
4% ＋6%

一般会計 歳 出

　歳出を目的別に見ると、子どもや高齢
者、障がい者などの福祉のための費用で
ある民生費が35％と最も多く、次いで子
育て支援や教育充実のための費用であ
る教育費が13％となりました。

ポイント 福祉のための費用
「民生費」がトップ

「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」により、令和６年度決算
に基づく甲賀市の健全化判断比率及び資金不足比率を公表します。

■健全化判断比率
　財政状況を客観的に表し、財政の早期健全化や再生の必要性を判断するためのもので、以下４つの財政指標
を「健全化判断比率」と定めています。

◆実質赤字比率および連結実質赤字比率は実質赤字額がないため、「－」で表示しています。
◆実質公債費比率…�市の借入金（地方債）の返済額等の大きさを指標化したもの。比率が低いほど健全。
◆将来負担比率…�市が将来返済すべき借入金（地方債）等の残高を指標化したもの。比率が低いほど健全。

(単位：％）

指　標 令和6年度 令和5年度 早期健全化基準
【イエローカード】

財政再生基準
【レッドカード】

①実質赤字比率�
　（一般会計などの赤字の割合） － － 12.00 20.00

②連結実質赤字比率�
　（全会計の赤字の割合） － － 17.00 30.00

③実質公債費比率 5.80 6.10 25.00 35.00
④将来負担比率 35.60 28.20 350.00 －

甲賀市の財政状況

　健全化判断比率及び資金不足比率が一定の基準値を超えた場合、改善が必要な状態とみなされ、財政健全
化計画を策定することなどが義務付けられます。
　算定の結果、公営企業会計において借金の返済が進んだことなどにより、実質公債費比率は昨年度比で0.3
ポイント改善し5.8％となりました。一方で将来負担比率は施設整備事業などの実施に伴う市債残高の増によ
り、昨年度比で7.4ポイント上昇し35.6％となりました。
　自主的な改善努力が求められる早期健全化基準とは大きく差があり、依然として健全な状態を保っています。

■�実質公債費比率が改善したものの将来負担比率は上昇

　近年の物価高騰などにより、社会保障費・人件費・施設維持費など
の経費は増加し、その不足を補うための基金は減少しています。基金
残高は令和4年度末の104億円から令和7年度末では30億円以上減
少する見込みであり、今後は既存事業や公共施設の配置の見直しを
推進し、持続可能な財政運営に向けて転換を図ります。

未来につなぐ財政運営へ

令和６年度に実施した主な事業の詳細については、甲賀市ホームページ「甲賀市の決算」に掲載しています。
市ホームページ▶

特別会計と企業会計

　特定の事業を行う「特別会計」と上下水道や病院など
の収益事業を行う「公営企業会計」に分類し、運営して
います。

歳入決算額 歳出決算額
特別会計 195億9,985万円 193億9,967万円

公営企業会計 100億7,333万円 118億3,378万円
合計 296億7,319万円 312億3,345万円

■資金不足比率
　公営企業の資金不足を、公営企業の事業規模である料金収入の規模と比較して指標化し、経営状態の悪化
の度合を示すものです。全ての公営企業会計（病院・水道・診療所・下水道）で資金不足は生じていません。

※資金不足がないため、資金不足比率は「－」で表示しています。

指　標 令和6年度 令和5年度 経営健全化基準
病院事業会計 － － 20.00
水道事業会計 － － 20.00
診療所事業会計 － － 20.00
下水道事業会計 － － 20.00

(単位：％）

※�記載した金額や比率は端数処理を行っているため、内訳と合計が一致しない場合があります。
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